
ご協力をお願いします！

ニコちゃんポイント
200ポイント贈呈

全血(400㎖ )献血
３月６日㈮

▶畜産開発公社 　10時～11時30分
▶くずま～る　 　13時30分～16時
問健康福祉課☎65-8991

　町農業再生協議会では、地域農業の推進に向けた集
落座談会を下記日程で開催します。
　農業施策の説明や営農計画書の受付などを行います
ので、対象農家の皆さんは最寄りの会場にてご参加く
ださい。
問農林環境エネルギー課☎65-8984

広報くずまき　2026(令和８)年３月号広報くずまき　2026(令和８)年３月号 ８８2026(令和８)年３月号　広報くずまき2026(令和８)年３月号　広報くずまき９９

各課からのお知らせ

水道の手続きをお忘れなく水道の手続きをお忘れなく

　町から転出するなど住居を引っ越すときは、住
民票の異動だけでなく水道の手続きも必要になり
ます。水道を止める手続きをしないと、引っ越し
した後も料金が発生しますので、忘れずに手続き
をしましょう。また、農業集落排水施設、町整備
型浄化槽を使用している場合も停止の手続きが必
要です。詳しくはお問い合わせください。
■手続き（水道を止める場合）
　引っ越しの日程（水道を止める日）が決まったら、
水道事業所（くずま～る３階）の窓口で「給水停
止届出書」を提出してください。
■受付時間
　平日　８時30分～17時15分
　※３月は窓口が大変混み合いますので、早めの
　手続きをお勧めします。また、窓口でお待たせ
　する場合がありますので、時間に余裕をもって
　お越しください。
問水道事業所☎65-8987　

　日頃から広報くずまきをご愛読いただき、あり
がとうございます。
　広報くずまきをより多くの方にご覧いただくた
め「広報くずまきライブラリー」と題し、バック
ナンバーの展示を行います。自由にお持ち帰りい
ただくことも可能です。ぜひお立ち寄りください。
▶期間　３月３日㈫　29日㈰
▶時間　８時30分 22時
▶場所　くずま～る ２階 図書室前
問いらっしゃい葛巻推進課☎65-8983

広報くずまきライブラリー

農業委員会から

農業者年金に加入しませんか？

老後生活への備えは十分ですか？

　年金は家族一人一人が将来に向けて準備すること
が大切です。老後の安心のために、国民年金に加え
て「農業者年金」への加入が基本です。

農業者年金の特長

～
～

日程 班 会場 時間 対象地区

10日
㈫

１
橋場生活改善センター 10:00～11:30  大沢・橋場・野中

江刈農村センター 13:30～15:00  泉田・小苗代・中村・寺田

２
遠矢場林業研修センター 10:00～11:30  江刈馬渕・遠矢場・車門

五日市生活改善センター 13:30～15:00  山岸・五日市・栗山

11日
㈬

１
元木生活改善センター 10:00～11:30  元木

小屋瀬農村センター 13:30～15:00  小屋瀬

２
ゆきわり荘 10:30～11:30  吉ヶ沢

土谷川生活改善センター 13:30～14:30  土谷川

12日
㈭

１
星野生活改善センター 10:00～11:30  星野・馬場

小田林業研修センター 13:30～15:00  小田・垂柳

２
冬部コミュニティセンター 10:00～11:30  下冬部・田屋・根地戸・市部内・ 境の沢・名前端・毛頭沢

田野構造改善センター 13:30～15:00  前里・田部馬渕・正路・寺畑・触沢・上田野

18日
㈬ １ 複合庁舎くずま～る

まき×まきホール 10:00～11:30
 田代・平船・田子・城内小路・下町・新町・浦子内・
 茶屋場・四日市・江刈川・
 対象地区の日程に参加できない人

の機能がさらに充実

■盛岡中央消防署葛巻分署が引っ越します
　３月２日から盛岡中央消防署葛巻分署が浦子内
地区からくずま～るの隣に引っ越します。

■金融機能が充実しました
　ＡＴＭコーナーに岩手銀行が追加されました。
　詳細は23ページをご覧ください。

〒028-5495
葛巻町葛巻16-1-1
☎66-2709

３月開催「令和８年度集落座談会」

過去の座談会の様子過去の座談会の様子

▶

▶くずま～るのフロア案内は
　こちらから確認できます。

たくさんのご応募ありがとうございました ※紙面構成の都合により、掲載作品は一部をトリミングしています。
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▶農業者であれば、広く加入できます。
▶少子高齢時代に強い「積立方式・確定拠出型」の
　年金制度です。
▶通常加入の場合、保険料の額は自由に設定できます。
▶�終身年金で、80歳前に亡くなられた場合は、ご遺族

に死亡一時金が支給されます。
▶税制面で大きな優遇措置があります。
▶�一定の要件を満たす農業者は、国から補助される
「政策支援加入」を保険料の一部に利用できます。

　詳しくは農業委員会事務局(☎65-8986)まで
お気軽にお問い合わせください。

一人ひとりの
農業者を応援する
農業者年金農業者年金

基金HP


